
 

 
 
 
 

東松山市国民健康保険税の税率等について（諮問） 参考資料 

 

  

 

① 令和８年度の変更点１ 医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分 

 

② 令和８年度の変更点２ 子ども・子育て支援納付金分 

 

③ 令和６年度以降の変更 

 

  ④ 令和８年度税率案の算定手順 

 

  ⑤ 医療給付費分（所得割率・均等割額）グラフ 

 

  ⑥ 後期高齢者支援金等分（所得割率・均等割額）グラフ 

 

  ⑦ 介護納付金分（所得割率・均等割額）グラフ 

 

  ⑧ 医療給付費分＋後期高齢者支援金等分＋介護納付金分（所得割率・均等割額）

グラフ 

 

  ⑨ 令和７年度 県内市町村 税率分布（医療分＋支援金分＋介護分） 

 

  ⑩ 前回の諮問（令和７年度における税率等の改定）に対する答申 

 

 

 

国民健康保険運営協議会 

資料 

令和８年１月９日（金） 



 

令和８年度の変更点 
 
１ 医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分 
 
⑴ 税率（所得割率・均等割額）の引上げ 

 
  医療給付費分 
   所得割率   ７．４４％ →   ７．９１％  ０．４７ポイント引上げ 
   均等割額 ３０，６００円 → ４０，９００円   １０，３００円引上げ 
 

後期高齢者支援金等分 
   所得割率   ２．６５％ →   ２．７８％  ０．１３ポイント引上げ 
   均等割額 １４，０００円 → １５，８００円    １，８００円引上げ 
 

介護納付金分 （４０歳以上６５歳未満の方のみ） 
   所得割率   ２．３１％ →   ２．４４％  ０．１３ポイント引上げ 
   均等割額 １５，４００円 → １６，８００円    １，４００円引上げ 
 
⑵ 地方税法施行令の改正に伴う賦課限度額の引上げ 

 
  医療給付費分 
   限度額 ６５０，０００円 → ６６０，０００円  １０，０００円引上げ 
 
  後期高齢者支援金等分 
   限度額 ２４０，０００円 → ２６０，０００円  ２０，０００円引上げ 
 
⑶ 所得が一定額以下の世帯に対する均等割軽減額の変更 

 
  医療給付費分 
   ７割軽減 ２１，４２０円 → ２８，６３０円    ７，２１０円増額 
   ５割軽減 １５，３００円 → ２０，４５０円    ５，１５０円増額 
   ２割軽減  ６，１２０円 →  ８，１８０円    ２，０６０円増額 
 

後期高齢者支援金等分 
   ７割軽減  ９，８００円 → １１，０６０円    １，２６０円増額 
   ５割軽減  ７，０００円 →  ７，９００円      ９００円増額 
   ２割軽減  ２，８００円 →  ３，１６０円      ３６０円増額 
  

介護納付金分 （４０歳以上６５歳未満の方のみ） 
   ７割軽減 １０，７８０円 → １１，７６０円      ９８０円増額 
   ５割軽減  ７，７００円 →  ８，４００円      ７００円増額 
  ２割軽減  ３，０８０円 →  ３，３６０円      ２８０円増額 
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２ 子ども・子育て支援納付金分 
 
⑴ 税率（所得割率・均等割額） 

   埼玉県が算定する市町村標準保険税率とする。 
 
   参考値（県による令和８年度市町村標準保険税率の仮算定値） 
   ・所得割率 ０．２６％ 
   ・均等割額 １，５８２円 
   ・１８歳以上被保険者均等割額 １０８円（※） 
 

※子ども・子育て支援納付金分の保険税については、１８歳未満の被保険者の 
均等割額を全額減額することとしている。その減額は、均等割額（参考値の 
１，５８２円に相当）から、公費による①～③の軽減額の合算額を除いた分 
を「１８歳以上被保険者均等割」として、別途１８歳以上の被保険者に賦課 
することによる。 
① 低所得者に係る軽減額（所得に応じて７割軽減・５割軽減・２割軽減） 
② 未就学児に係る軽減額（５割軽減） 
③ 出産被保険者に係る軽減額（産前産後期間相当分の保険税を軽減） 

 
⑵ 賦課限度額 

地方税法施行令で定める金額とする。 
 
⑶ 所得が一定額以下の世帯に対する均等割軽減額 

   医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分と同様に、所得に応じて 
  均等割額の７割・５割・２割を減額する。 
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令和６年度以降の変更 

区分 項目 令和６年度 令和７年度 
対前年度 

引上げ幅 

令和８年度 

（改定案） 

対前年度 

引上げ幅 

医療給付費分 

所得割率 7.30％  7.44％  0.14 ㌽  7.91％  0.47 ㌽  

均等割額 22,800 円  30,600 円  7,800 円  40,900 円  10,300 円  

賦課限度額 650,000 円  650,000 円  0 円 660,000 円  10,000 円  

後期高齢者 

支援金等分 

所得割率 2.40％  2.65％  0.25 ㌽  2.78％  0.13 ㌽  

均等割額 12,000 円  14,000 円  2,000 円  15,800 円  1,800 円  

賦課限度額 220,000 円  240,000 円  20,000 円  260,000 円  20,000 円  

介護納付金分 

（40～ 64 歳のみ）  

所得割率 2.00％  2.31％  0.31 ㌽  2.44％  0.13 ㌽  

均等割額 13,200 円  15,400 円  2,200 円  16,800 円  1,400 円  

賦課限度額 170,000 円  170,000 円  0 円 170,000 円  0 円 

医療分・支援金分 

・介護分の合計  

所得割率 11.70％  12.40％  0.7 ㌽  13.13％  0.73 ㌽  

均等割額 48,000 円  60,000 円  12,000 円  73,500 円  13,500 円  

賦課限度額 1,040,000 円  1,060,000 円  20,000 円  1,090,000 円  30,000 円  

子ども・子育て 

支 援 納 付 金 分 

（令和８年度～）  

所得割率 県が提示する市町村標準保険税率どおりに税率を設定 0.26％  

各税率は県に

よる仮算定値  

 

均等割額 県が提示する市町村標準保険税率どおりに税率を設定  1,582 円  

18 歳以上 

均等割額 

県が提示する市町村標準保険税率どおりに税率を設定 

※１８歳未満の均等割額を全額減額するため、別途  

１８歳以上の被保険者に賦課するもの。 

108 円  

賦課限度額 政令で定める限度額と同額とし、政令と同日から適用  （未定） 
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【令和８年度税率案の算定手順】 
 

医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分のそれぞれについて、所得割率・   

均等割額を以下の手順で算定する。 
 

ステップ１ 令和元年度から令和８年度までの各年度間の市町村標準保険税率（令和８年

度は県による仮算定値）の伸び率を算出し、その平均値を今後の伸び率と 

仮定し、令和９年度の市町村標準保険税率を推計する。 
 

ステップ２ ステップ１で推計した令和９年度の市町村標準保険税率と現行（令和７年度）

の当市の保険税率との乖離を２か年（令和７年度→令和８年度→令和９年度）

の税率改定で解消するよう平準化し、令和８年度の保険税率を算出する。 
 

 医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分 全体 

所得割率 均等割額 所得割率 均等割額 所得割率 均等割額 所得割率 均等割額 

ス
テ
ッ
プ
１ 

Ａ 
各年度間の市町村標準保険税率の 

伸び率の平均値 
103.23％ 103.98％ 102.94％ 103.63％ 106.41％ 105.63％   

Ｂ 
令和８年度の市町村標準保険税率 

（県による仮算定値） 
8.12％ 49,338 円 2.82％ 17,034 円 2.44％ 17,296 円 13.38％ 83,668 円 

Ｃ 
令和９年度の市町村標準保険税率 

の推計値           Ｂ×Ａ 
8.39％ 51,302 円 2.91％ 17,653 円 2.60％ 18,270 円 13.90％ 87,225 円 

ス
テ
ッ
プ
２ 

Ｄ 令和７年度の当市の保険税率 7.44％ 30,600 円 2.65％ 14,000 円 2.31％ 15,400 円 12.40％ 60,000 円 

Ｅ 
令和９年度の市町村標準保険税率の推計

値と現行の保険税率との乖離    Ｃ－Ｄ 
0.95 ㌽ 20,702 円 0.26 ㌽ 3,653 円 0.29 ㌽ 2,870 円 1.50 ㌽ 27,225 円 

Ｆ 
２か年で平準化した場合の単年度 

当たりの引上げ幅          Ｅ÷２ 
0.47 ㌽ 10,300 円 0.13 ㌽ 1,800 円 0.14 ㌽ 1,400 円 0.74 ㌽ 13,500 円 

Ｇ 
令和８年度の当市の保険税率案 
※令和８年度の市町村標準保険税率 
を上限とする。           Ｄ＋Ｆ 

7.91％ 40,900 円 2.78％ 15,800 円 2.44％ 16,800 円 13.13％ 73,500 円 
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医療給付費分（所得割率・均等割額）

R1実数 R2実数 R3実数 R4実数 R5実数 R6実数 R7実数 R8仮定 R9仮定

市町村標準 6.52 6.47 6.61 6.84 6.86 7.24 7.53 8.12 8.39

東松山市 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.44 7.91 8.39

市町村標準 37,699 37,777 38,872 41,726 41,467 42,923 46,157 49,338 51,302

東松山市 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 30,600 40,900 51,302

0.78 0.83 0.69 0.46 0.44 0.06 -0.09 -0.21 0.00

-14,899 -14,977 -16,072 -18,926 -18,667 -20,123 -15,557 -8,438 0

　　　　　　　　　   　    Ｒ１からＲ８までの各年度間の市町村標準保険税率（Ｒ８は県による仮算定値）の伸び率の平均に基づく推計

市町村標準均等割との乖離額

医
療
分

所得割率
(％)

均等割額
(円)

市町村標準所得割との乖離㌽

6.52 6.47 6.61
6.84 6.86

7.24

7.53

8.12
8.39

7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30
7.44

7.91

8.39

37,699 37,777 38,872
41,726 41,467 42,923

46,157
49,338 51,302

22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800

30,600

40,900

51,302
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7.5

8.0

8.5
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9.5

10.0

10.5

11.0

R1実数 R2実数 R3実数 R4実数 R5実数 R6実数 R7実数 R8仮定 R9仮定

医療分
均等割額

（千円）

均等割額(市町村標準)

均等割額(東松山市)

所得割率(市町村標準)

所得割率(東松山市)

所得割率

（％）
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後期高齢者支援金等分（所得割率・均等割額）

R1実数 R2実数 R3実数 R4実数 R5実数 R6実数 R7実数 R8仮定 R9仮定

市町村標準 2.33 2.37 2.41 2.33 2.70 2.80 2.70 2.82 2.91

東松山市 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.65 2.78 2.91

市町村標準 13,364 13,565 13,801 13,780 15,778 16,199 16,325 17,034 17,653

東松山市 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 14,000 15,800 17,653

0.07 0.03 -0.01 0.07 -0.30 -0.40 -0.05 -0.04 0.00

-1,364 -1,565 -1,801 -1,780 -3,778 -4,199 -2,325 -1,234 0

　　　　　　　　　   　    Ｒ１からＲ８までの各年度間の市町村標準保険税率（Ｒ８は県による仮算定値）の伸び率の平均に基づく推計

市町村標準均等割との乖離額

支
援
分

所得割率
(％)

均等割額
(円)

市町村標準所得割との乖離㌽

2.40 2.40

2.40

2.40

2.40 2.40
2.65 2.78 2.91

2.33 2.37

2.41

2.33

2.70 2.80 2.70 2.82 2.91

13,364 13,565 13,801 13,780 

15,778 16,199 16,325 
17,034 

17,653 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

14,000 

15,800 

17,653 
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6.0

R1実数 R2実数 R3実数 R4実数 R5実数 R6実数 R7実数 R8仮定 R9仮定

支援分
均等割額

（千円）
所得割率

（％）

所得割率（東松山市）

所得割率（市町村標準）

均等割額（東松山市）

均等割額（市町村標準）
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介護納付金分（所得割率・均等割額）

R1実数 R2実数 R3実数 R4実数 R5実数 R6実数 R7実数 R8仮定 R9仮定

市町村標準 1.70 1.82 2.62 2.52 2.31 2.32 2.24 2.44 2.60

東松山市 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.31 2.44 2.60

市町村標準 12,661 13,356 19,106 18,305 16,758 16,440 16,092 17,296 18,270

東松山市 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 15,400 16,800 18,270

0.30 0.18 -0.62 -0.52 -0.31 -0.32 0.07 0.00 0.00

539 -156 -5,906 -5,105 -3,558 -3,240 -692 -496 0

　　　　　　　　　   　    Ｒ１からＲ８までの各年度間の市町村標準保険税率（Ｒ８は県による仮算定値）の伸び率の平均に基づく推計

市町村標準均等割との乖離額

介
護
分

所得割率
(％)

均等割額
(円)

市町村標準所得割との乖離㌽

2.00 2.00

2.00 2.00 2.00 2.00

2.31
2.44 2.60

1.70 1.82

2.62 2.52
2.31 2.32

2.24

2.44
2.6012,661

13,356

19,106
18,305

16,758 16,440 16,092
17,296

18,270

13,200

13,200 13,200 13,200 13,200 13,200

15,400

16,800
18,270
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1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

R1実数 R2実数 R3実数 R4実数 R5実数 R6実数 R7実数 R8仮定 R9仮定

介護分
均等割額

（千円）

所得割率

（％）

均等割額（市町村標準）

均等割額（東松山市）

所得割率（東松山市）

所得割率（市町村標準）
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R1実数 R2実数 R3実数 R4実数 R5実数 R6実数 R7実数 R8仮定 R9仮定

市町村標準 10.55 10.66 11.64 11.69 11.87 12.36 12.47 13.38 13.90

東松山市 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 12.40 13.13 13.90

市町村標準 63,724 64,698 71,779 73,811 74,003 75,562 78,574 83,668 87,225

東松山市 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 60,000 73,500 87,225

1.15 1.04 0.06 0.01 -0.17 -0.66 -0.07 -0.25 0.00

-15,724 -16,698 -23,779 -25,811 -26,003 -27,562 -18,574 -10,168 0

医療給付費分＋後期高齢者支援金等分＋介護納付金分（所得割率・均等割額）

　　　　　　　　　   　    Ｒ１からＲ８までの各年度間の市町村標準保険税率（Ｒ８は県による仮算定値）の伸び率の平均に基づく推計

市町村標準均等割との乖離額

市町村標準所得割との乖離㌽

合
計

所得割率
(％)

均等割額
(円)

10.55 10.66

11.64 11.69

11.87
12.36 12.47

13.38

13.90

11.70 11.70 11.70 11.70

11.70 11.70

12.40

13.13

13.90

63,724 64,698

71,779
73,811 74,003 75,562

78,574

83,668
87,225

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000

60,000

73,500

87,225
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R1実数 R2実数 R3実数 R4実数 R5実数 R6実数 R7実数 R8仮定 R9仮定

医療給付費分＋後期高齢者支援金等分＋介護納付金分 均等割額

（千円）
所得割率

（％）

所得割率（東松山市）

所得割率（市町村標準）

前回推計値

84,758

前回推計値

13.82

均等割額（東松山市）

均等割額（市町村標準）
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写

前回の諮問（令和７年度における税率等の改定）に対する答申


